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(57)【要約】
【課題】熟練の技術者による官能評価と同等又はそれ以
上の精度で、塗装面の微小傷群（白ボケ）を検出するこ
とを可能とする、画像処理技術を提案する。
【解決手段】検査面に光を照射して該検査面で反射した
光を撮像して得た検出画像データを加算平均した平均化
画像を作成し、双一次補間法を用いて前記平均化画像を
所定の縮小倍率で縮小した縮小画像を作成し、双一次補
間法を用いて前記縮小画像を所定の拡大倍率で拡大した
拡大画像を作成し、前記拡大画像の輝度ヒストグラムを
作成し、前記輝度ヒストグラムを分析して標準偏差を算
出し、前記標準偏差と予め設定された閾値とを比較して
表面不良の有無を判定する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査面に光を照射して該検査面で反射した光を撮像して得た検出画像データを加算平均
した平均化画像を作成する加算平均手段と、
　双一次補間法を用いて前記平均化画像を所定の縮小倍率で縮小した縮小画像を作成する
画像縮小手段と、
　双一次補間法を用いて前記縮小画像を所定の拡大倍率で拡大した拡大画像を作成する画
像拡大手段と、
　前記拡大画像の輝度ヒストグラムを作成する輝度分布算出手段と、
　前記輝度ヒストグラムを分析して標準偏差を算出する標準偏差算出手段と、
　前記標準偏差と予め設定された閾値とを比較して表面不良の有無を判定する比較判定手
段とを、
　備えることを特徴とする表面不良検出装置。
【請求項２】
　検査面に光を照射する光源部と、検査面で反射した光を集光して結像する受光部と、前
記結像された光を撮像して検出画像データを作成する撮像部と、前記検出画像データを画
像処理して検査面の表面不良の有無を判定する画像処理部とで構成された表面不良検出装
置であって、
　前記画像処理部は、
　前記検出画像データを加算平均した平均化画像を作成する加算平均手段と、
　双一次補間法を用いて前記平均化画像を所定の縮小倍率で縮小した縮小画像を作成する
画像縮小手段と、
　双一次補間法を用いて前記縮小画像を所定の拡大倍率で拡大した拡大画像を作成する画
像拡大手段と、
　前記拡大画像の輝度ヒストグラムを作成する輝度分布算出手段と、
　前記輝度ヒストグラムを分析して標準偏差を算出する標準偏差算出手段と、
　前記標準偏差と予め設定された閾値とを比較して表面不良の有無を判定する比較判定手
段とを、
　備えることを特徴とする表面不良検出装置。
【請求項３】
　加算平均手段と、画像縮小手段と、画像拡大手段と、輝度分布算出手段と、標準偏差算
出手段と、判定手段とを備えた表面不良検出装置を用いて、検査面に光を照射して該検査
面で反射した光を撮像して得た検出画像データに基づいて前記検査面の表面不良の有無を
判定する表面不良検出方法であって、
　前記加算平均手段にて、前記検出画像データを加算平均した平均化画像を作成するステ
ップと、
　前記画像縮小手段にて、双一次補間法を用いて前記平均化画像を所定の縮小倍率で縮小
した縮小画像を作成するステップと、
　前記画像拡大手段にて、双一次補間法を用いて前記縮小画像を所定の拡大倍率で拡大し
た拡大画像を作成するステップと、
　前記輝度分布算出手段にて、前記拡大画像の輝度ヒストグラムを作成するステップと、
　前記標準偏差算出手段にて、前記輝度ヒストグラムを分析して標準偏差を算出するステ
ップと、
　前記判定手段にて、前記標準偏差と予め設定された閾値とを比較して表面不良の有無を
判定するステップとを、
　備えることを特徴とする表面不良検出方法。
【請求項４】
　検査面に光を照射して該検査面で反射した光を撮像して得た検出画像データを取得した
コンピュータに、
　前記検出画像データを加算平均した平均化画像を作成する処理と、
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　双一次補間法を用いて前記平均化画像を所定の縮小倍率で縮小した縮小画像を作成する
処理と、
　双一次補間法を用いて前記縮小画像を所定の拡大倍率で拡大した拡大画像を作成する処
理と、
　前記拡大画像の輝度ヒストグラムを作成する処理と、
　前記輝度ヒストグラムを分析して標準偏差を算出する処理と、
　前記標準偏差と予め設定された閾値とを比較して表面不良の有無を判定する処理とを、
　実行させることを特徴とする表面不良検出プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、塗装面の微小傷群等の表面不良を検出するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両のボディ等の塗装面に光を照射し、その反射光を解析して該塗装面の傷や凹
凸等の表面不良の有無を検出することが行われている。例えば、特許文献１に記載の技術
である。
【０００３】
　特許文献１の技術では、まず、光源から塗装面に対して光を照射し、該塗装面の映像を
ＣＣＤカメラにて撮影し、画像データとして取り込む。次に、コンピュータで画像データ
に対して輝度ヒストグラム解析又はラインプロファイル解析を行い、メタリック塗装ムラ
に関する定量的な評価値を算出したあと、この評価値を予め設定された基準値と比較して
塗装ムラの発生の有無を判定する。
【０００４】
　上記のようにして塗装面に表面不良が発見された場合、当該不良部分を研磨することに
て補修される。しかし、この研磨に際して生じる微小傷群によって、二次的な表面不良が
生じることがある。この微小傷群は、通常『白ボケ』と呼ばれる。
【０００５】
　近年、車両のボディの塗装は「メタリック塗装」が主流となっている。メタリック塗装
では、メタリック（微粒なアルミ片）を混ぜたソリッドカラー塗料で、鉄板に複数の下塗
り層を積層塗装することでメタリック層が形成されたうえに、メタリック層をコーティン
グするための透明塗料を塗装してクリア層が形成されている。このようにメタリック塗装
が施された車両のボディの塗装面に対して光を照射した場合、表層側のクリア層とその下
層のメタリック層の双方で光が反射することとなる。また、微小傷群以外にメタリック層
に含まれるメタリックでも光が反射する。
【０００６】
　微小傷群を含む塗装面に光を照射し、反射光を撮像して得られた画像では、微小傷群の
存在する部分は、他の部分と輝度差が生じることとなるため、この輝度差を検出すること
により微小傷群の有無を知ることは理論上では可能である。
　しかしながら、例えば、図７に示すように、メタリック塗装が施された検査面からの反
射光を撮像した画像データから輝度分布の標準偏差を算出した場合に、輝度分布のバラツ
キ（輝度差）がメタリック（又はメタリック層）からの反射によるものか、微小傷群によ
るものかの区別がつきにくく、また、メタリックからの反射と微小傷群とが重複すること
もあり、輝度分布の標準偏差に基づいて微小傷群のみを定量評価して表面不良の有無を判
断することが困難となっている。
　従って、メタリック塗装面の微小傷群（白ボケ）を正確に検出するために最適な画像処
理方法が確立されておらず、熟練の技術者による官能評価に頼らざるを得ないのが現状で
ある。
【特許文献１】特開２０００－２０５８４６号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記従来技術に鑑み、本発明では、熟練の技術者による官能評価と同等又はそれ以上の
精度で、塗装面の微小傷群（白ボケ）を検出することを可能とする、画像処理技術を提案
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【０００９】
　即ち、請求項１においては、検査面に光を照射して該検査面で反射した光を撮像して得
た検出画像データを加算平均した平均化画像を作成する加算平均手段と、双一次補間法を
用いて前記平均化画像を所定の縮小倍率で縮小した縮小画像を作成する画像縮小手段と、
双一次補間法を用いて前記縮小画像を所定の拡大倍率で拡大した拡大画像を作成する画像
拡大手段と、前記拡大画像の輝度ヒストグラムを作成する輝度分布算出手段と、前記輝度
ヒストグラムを分析して標準偏差を算出する標準偏差算出手段と、前記標準偏差と予め設
定された閾値とを比較して表面不良の有無を判定する比較判定手段とを、備えるものであ
る。
【００１０】
　請求項２においては、検査面に光を照射する光源部と、検査面で反射した光を集光して
結像する受光部と、前記結像された光を撮像して検出画像データを作成する撮像部と、前
記検出画像データを画像処理して検査面の表面不良の有無を判定する画像処理部とで構成
された表面不良検出装置であって、前記画像処理部は、前記検出画像データを加算平均し
た平均化画像を作成する加算平均手段と、双一次補間法を用いて前記平均化画像を所定の
縮小倍率で縮小した縮小画像を作成する画像縮小手段と、双一次補間法を用いて前記縮小
画像を所定の拡大倍率で拡大した拡大画像を作成する画像拡大手段と、前記拡大画像の輝
度ヒストグラムを作成する輝度分布算出手段と、前記輝度ヒストグラムを分析して標準偏
差を算出する標準偏差算出手段と、前記標準偏差と予め設定された閾値とを比較して表面
不良の有無を判定する比較判定手段とを、備えるものである。
【００１１】
　請求項３においては、加算平均手段と、画像縮小手段と、画像拡大手段と、輝度分布算
出手段と、標準偏差算出手段と、判定手段とを備えた表面不良検出装置を用いて、検査面
に光を照射して該検査面で反射した光を撮像して得た検出画像データに基づいて前記検査
面の表面不良の有無を判定する表面不良検出方法であって、前記加算平均手段にて、前記
検出画像データを加算平均した平均化画像を作成するステップと、前記画像縮小手段にて
、双一次補間法を用いて前記平均化画像を所定の縮小倍率で縮小した縮小画像を作成する
ステップと、前記画像拡大手段にて、双一次補間法を用いて前記縮小画像を所定の拡大倍
率で拡大した拡大画像を作成するステップと、前記輝度分布算出手段にて、前記拡大画像
の輝度ヒストグラムを作成するステップと、前記標準偏差算出手段にて、前記輝度ヒスト
グラムを分析して標準偏差を算出するステップと、前記判定手段にて、前記標準偏差と予
め設定された閾値とを比較して表面不良の有無を判定するステップとを、備えるものであ
る。
【００１２】
　請求項４においては、検査面に光を照射して該検査面で反射した光を撮像して得た検出
画像データを取得したコンピュータに、前記検出画像データを加算平均した平均化画像を
作成する処理と、双一次補間法を用いて前記平均化画像を所定の縮小倍率で縮小した縮小
画像を作成する処理と、双一次補間法を用いて前記縮小画像を所定の拡大倍率で拡大した
拡大画像を作成する処理と、前記拡大画像の輝度ヒストグラムを作成する処理と、前記輝
度ヒストグラムを分析して標準偏差を算出する処理と、前記標準偏差と予め設定された閾
値とを比較して表面不良の有無を判定する処理とを、実行させるものである。
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【発明の効果】
【００１３】
　本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
【００１４】
　本発明によれば、メタリック塗装された検査面からの反射光を撮像して得られた検出画
像データから、メタリックからの反射等に起因するノイズを除去して、微小傷群に基づく
輝度変化のみを抽出することができる。よって、微小傷群による表面不良を精度良く検出
することが可能となり、また、作業者の官能評価に頼らない定量的で客観的な表面不良の
自動検出を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　次に、発明の実施の形態を説明する。
　図１は本発明の一実施例に係る表面不良検出装置の全体的な構成を示す図、図２は画像
処理部の構成を示すブロック図、図３は画像処理の流れ図である。図４は表面不良のない
検査面の検出画像データの画像処理の過程を示す図、図５は表面不良のある検査面の検出
画像データの画像処理の過程を示す図、図６は輝度分布の標準偏差と官能評価結果との比
較図である。
　図７は従来の画像処理を行って得られた輝度分布の標準偏差と官能評価結果との比較図
である。
【００１６】
　［表面不良検出装置１１］
　まず、本発明の実施例に係る表面不良検出装置１１の構成について説明する。
　図１に示すように、表面不良検出装置１１には、光源部１２と、受光部１３と、撮像部
１４と、撮像部１４により検出された光を画像処理する画像処理部１５とが備えられる。
【００１７】
　前記光源部１２は、検査面である塗装面１９に光を照射するためのものであって、光源
が備えられる。前記光源は、例えばＬＥＤ素子にて構成され、該光源から検査面である塗
装面１９に光が照射される。
　前記受光部１３には、光源２１から照射されて塗装面１９で反射した光を集光するため
のものであって、検査面である塗装面１９の上方に配置されたレンズが備えられる。なお
、受光部１３にはレンズの他に光の方向を転換させるためのミラーを備えることもできる
。
　前記撮像部１４は、前記受光部１３にて集められて結像された光を撮像して、検出画像
データを作成するものであって、例えば、ＣＣＤカメラ等のカメラである。
　前記画像処理部１５は、前記撮像部１４にて得られた検出画像データを画像処理するた
めのものである。この画像処理において、塗装面１９における微小傷群等の表面不良の有
無が判定される。
【００１８】
　前記画像処理部１５は、本実施例において単数又は複数のコンピュータ（電子計算機）
であって、加算平均手段４１、画像縮小手段４２、画像拡大手段４３、輝度分布算出手段
４４、標準偏差算出手段４５、及び判定手段４６として機能するものである。但し、前記
各手段４１～４６として機能する専用装置をそれぞれ備えて画像処理部１５を構成するこ
ともできる。
【００１９】
　［加算平均手段４１］
　前記加算平均手段４１は、撮像部１４にて検査面を撮像して得た検出画像データが、平
均化されて一つの画像データに統合された平均化画像Ｖ１を作成するためのものである。
加算平均手段４１では、複数の画像データが位置合わせされ、加算平均されて、平均化画
像Ｖ１が作成される。画像データが加算平均されることにて、画像が平均化されるととも
にピクセル毎のノイズが除去される。
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【００２０】
　［画像縮小手段４２］
　前記画像縮小手段４２は、例えば、図５（ａ）及び図５（ｂ）に示すように、平均化画
像Ｖ１を所定の縮小倍率αで縮小した縮小画像Ｖ２を作成するためのものである。画像縮
小手段４２では、双一次補間法（バイリニア補間法）を用いて、平均化画像Ｖ１を縮小倍
率αで補間縮小した縮小画像Ｖ２が数学的に算出される。なお、双一次補間法は、ある点
の値を、周りの４つの格子点の値から求める補間法である。
【００２１】
　［画像拡大手段４３］
　前記画像拡大手段４３は、例えば、図５（ｂ）及び図５（ｃ）に示すように、縮小画像
Ｖ２を所定の拡大倍率βで拡大した拡大画像Ｖ３を作成するためのものである。画像拡大
手段４３では、双一次補間法（バイリニア補間法）を用いて、縮小画像Ｖ２を拡大倍率β
で補間拡大した拡大画像Ｖ３が数学的に算出される。
【００２２】
　なお、前記縮小倍率α及び拡大倍率βは、任意に定めることができる。但し、縮小倍率
αと拡大倍率βとは乗算すれば１となる関係を有する（例えば、縮小倍率αが１０％であ
る場合、拡大倍率βは１０００％となる）ことが、既存の画像処理ソフト等との相関性を
持たせる便宜を図る上で望ましい。
【００２３】
　［輝度分布算出手段４４・標準偏差算出手段４５］
　前記輝度分布算出手段４４は、拡大画像Ｖ３の輝度値を算出し、輝度ヒストグラムを作
成するためのものである。
　前記標準偏差算出手段４５は、前記輝度ヒストグラムを分析して標準偏差σを算出する
ためのものである。
【００２４】
　［判定手段４６］
　前記判定手段４６は、算出された標準偏差σに基づいて、検査面の表面不良の有無を判
定するためのものである。判定手段４６では、予め設定された閾値σ０と標準偏差σとが
比較され、標準偏差σが閾値σ０を超える場合、表面不良（通称「白ボケ」とされる微小
傷群）ありと判定され、標準偏差σが閾値σ０以下の場合、表面不良なしと判定される。
　なお、前記閾値σ０は、実験的に求めたり、理論的に求めたりすることができ、予め画
像処理部１５に設定されるものである。
【００２５】
　［画像処理部１５の構成］
　図２は、本実施例に係る画像処理部１５として機能するコンピュータ６０のハードウェ
ア構成の一例を示す図である。
　画像処理部１５としてのコンピュータ６０は、ＣＰＵ６１、ＲＯＭ６２、ＲＡＭ６３、
記憶部６４、出入力部６５、操作入力部６６、表示部６７等を有し、これらはバス６８を
介して相互に接続されており、ＣＰＵ６１による管理の元で相互にデータのやりとりを行
うことができる。
【００２６】
　ＣＰＵ６１は、コンピュータ６０全体の動作制御を司る中央処理手段である。
　ＲＯＭ６２は、読み出し専用の記憶手段である。
　ＲＡＭ６３は、記憶部６４に格納されている各種のアプリケーションプログラム（図１
に示す各手段４１～４６の機能や、図３に示す流れ図の処理を実現させる為のプログラム
）をＣＰＵ６１が実行するときにワークメモリとして使用され、また各種のデータの一時
的な格納領域として必要に応じて用いられるメインメモリとしても使用されるものである
。
　記憶部６４は、上記各種のアプリケーションプログラムやデータを格納する記憶手段で
ある。
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　出入力部６５は、例えば任意のネットワークを介して外部装置とデータ送受信を行う為
の通信制御部である。本実施例では、撮像部１４から、当該出入力部６５を介して、検出
画像データを取り込むこととなる。
　操作入力部６６は、例えばキーボード、マウス等であり、ユーザはこれらを操作してコ
ンピュータに対し情報の入力を行うものである。
　表示部６７は、ディスプレイであり、例えば、画像処理部１５の演算結果である平均化
画像Ｖ１、縮小画像Ｖ２、拡大画像Ｖ３、輝度ヒストグラム、及び判定結果等を、表示出
力させるものである。
【００２７】
　［画像処理手順］
　続いて、検出画像データの画像処理の手順について、図３に示す流れ図を用いて説明す
る。
　なお、前記検出画像データは、表面不良検出装置１１の光源部１２、受光部１３及び撮
像部１４を用い、メタリック塗装面を検査面として得られた画像データである。検出画像
データは、同一の検査面に対して複数が作成され、これらの検出画像データは画像処理部
１５に取得されて画像処理が行われる。
【００２８】
　検出画像データを取得した画像処理部１５は、加算平均手段４１にて、複数の検出画像
データを加算平均して、平均化画像Ｖ１を作成する（Ｓ２１）。
【００２９】
　次に、画像処理部１５の画像縮小手段４２は、図４（ａ）（ｂ）又は図５（ａ）（ｂ）
に示すように、平均化画像Ｖ１を、所定の縮小倍率αで縮小し、縮小画像Ｖ２を作成する
（Ｓ２２）。
　そして、画像処理部１５の画像拡大手段４３は、図４（ｂ）（ｃ）又は図５（ｂ）（ｃ
）に示すように、縮小画像Ｖ２を、所定の拡大倍率βで拡大し、拡大画像Ｖ３を作成する
（Ｓ２３）。
【００３０】
　続いて、画像処理部１５の輝度分布算出手段４４は、拡大画像Ｖ３の輝度値を算出し、
例えば図４又は図５の紙面右側に示すような、輝度ヒストグラムを作成する（Ｓ２４）。
さらに、画像処理部１５の標準偏差算出手段４５は、前記輝度ヒストグラムについて輝度
の度数分布の標準偏差σを算出する（Ｓ２５）。
【００３１】
　そして、画像処理部１５の判定手段４６は、算出した標準偏差σと、予め設定した閾値
σ０とを比較する（Ｓ２６）。
　前記判定手段４６は、標準偏差σが閾値σ０を超える場合（Ｓ２６のＹＥＳ）、表面不
良ありと判定する（Ｓ２８）。
　また、前記判定手段４６は、標準偏差σが閾値σ０以下の場合（Ｓ２６のＮＯ）、表面
不良なしと判定する（Ｓ２７）。
【００３２】
　最後に、画像処理部１５は、表示部６７に判定結果を出力し（Ｓ２９）、処理を終了す
る。
　なお、画像処理部１５は、平均化画像Ｖ１、縮小画像Ｖ２、拡大画像Ｖ３、及び輝度ヒ
ストグラムのうち、単数若しくは複数の組み合わせ、又は全部を、画像又はヒストグラム
が作成された都度、表示部６７に表示出力させることができる。
【００３３】
　図４では、微小傷群が存在しない塗装面（基準面）を検査面として得られた平均化画像
Ｖ１（図４（ａ））、縮小画像Ｖ２（図４（ｂ））、拡大画像Ｖ３（図４（ｃ））と、そ
の標準偏差が示されている。
　また、図５では、微小傷群が存在する塗装面を検査面として得られた平均化画像Ｖ１（
図５（ａ））、縮小画像Ｖ２（図５（ｂ））、拡大画像Ｖ３（図５（ｃ））と、その標準
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偏差が示されている。
　なお、図４又は図５に示す塗装面は、自動車のメタリック塗装面であって、画像処理に
おける縮小倍率αを１０％とし、拡大倍率βを１０００％としている。
【００３４】
　図４及び図５から、検査面からの反射光を撮像して得られた検出画像データに対して、
本発明に係る画像処理（平均化画像Ｖ１に対して、双一次補間法を用いて補間縮小する処
理が行われ、続いて、双一次補間法を用いて補間拡大する処理）を施すことにより、前記
検出画像データに含まれているメタリック層のメタリックからの反射等に起因するノイズ
が除去されていることがわかる。このようにノイズが除去される結果、図４では、微小傷
群に基づく輝度変化が強調されて顕著に表れている。
【００３５】
　さらに、図４の微小傷群が存在しない塗装面では、輝度ヒストグラムの標準偏差が、平
均化画像Ｖ１；１０．９２＞縮小画像Ｖ２；７．１１＞拡大画像Ｖ３；５．６２と変化し
、図５の微小傷群が存在する塗装面では、輝度ヒストグラムの標準偏差が、平均化画像Ｖ

１；１３．６５＞縮小画像Ｖ２；１１．５０＞拡大画像Ｖ３；１０．６５と変化している
。
　つまり、微小傷群が存在しない塗装面では、画像処理が施されてノイズが除去される結
果、輝度ヒストグラムの標準偏差が低い値に収束している。また、微小傷群が存在する塗
装面では、画像処理が施されてノイズが除去されても、輝度分布の特徴（裾拡がりでバラ
ツキのある分布）は失われず、微小傷群が存在しない塗装面との差異がより明確となって
いる。
　よって、輝度ヒストグラムの標準偏差を、表面不良の有無を判断する基準とする値とし
て採用して、微小傷群による表面不良を精度良く検出することが可能となり、また、作業
者の官能評価に頼らない定量的で客観的な表面不良の自動検出を実現できる。
【００３６】
　図６は、本実施の形態において、標準偏差算出手段４５にて算出された標準偏差σと、
従来から行われている熟練作業者による目視検査の官能評価との相関関係を示す図である
。この図では、評価基準面と、官能評価にて表面不良なし（ＯＫ）と判断された検査面と
、官能評価にて表面不良あり（ＮＧ）と判断された検査面とのそれぞれについて、上記画
像処理手法に基づいて算出された標準偏差σが縦軸にプロットされている。
　図６から、目視検査の官能評価にて表面不良（微小傷群）ありと判断された部位と、そ
の部位の輝度分布の標準偏差σとの値には、緊密な相関関係が存在することがわかる。従
って、本実施の形態における表面不良の有無の評価は、官能評価に近いかそれ以上である
といえる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の一実施例に係る表面不良検出装置の全体的な構成を示す図。
【図２】画像処理部の構成を示すブロック図。
【図３】画像処理の流れ図。
【図４】表面不良のない検査面の検出画像データの画像処理の過程を示す図。
【図５】表面不良のある検査面の検出画像データの画像処理の過程を示す図。
【図６】輝度分布の標準偏差と官能評価結果との比較図。
【図７】従来の画像処理を行って得られた輝度分布の標準偏差と官能評価結果との比較図
。
【符号の説明】
【００３８】
　１１　表面不良検出装置
　１２　光源部
　１３　受光部
　１４　撮像部
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　１５　画像処理装置
　４１　加算平均手段
　４２　画像縮小手段
　４３　画像拡大手段
　４４　輝度分布算出手段
　４５　標準偏差算出手段
　４６　判定手段

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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【図４】
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【図５】
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